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（3）特記事項
○　管理職手当の見直しを行い、平成19年４月１日より△2.0％
減額支給しています。

愛南町人事行政の運営等の状況の公表

　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第58条の２及び愛南町人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例に基づき、愛南町の人事行政の運営等の状況概要を公表します。

（2）職員給与費の状況（普通会計予算）

区分

職
員
数（
Ａ
）

給与費

一
人
当
た
り

給
与
費（
B
｜
A
）

（
参
考
）平
成
18
年
度
平

均
一
人
当
た
り
給
与
費

給　

 

料

職
員
手
当

期
末
・
勤
勉
手
当

計
（Ｂ）

平成
19年度

人
517 

千円
1,754,701 

千円
269,506 

千円
703,292 

千円
2,727,499 

千円
5,276 

千円
5,411 

（注）１「地方財政状況調査」の区分による普通会計予算です。
　 　２職員手当には、退職手当を含みません。
　 　３給与費は、当初予算に計上された金額です。
　 　４職員数は予算計上数値であり、平成19年４月１日現在

の職員数とは一致しません。

１　総括
（1）人件費の状況（普通会計決算）

区分

住
民
基
本
台
帳
人
口

（
平
成
18
年
度
末
）

歳出額
（Ａ）

実質
収支

人件費
（Ｂ）

人
件
費
率

（
Ｂ
｜
Ａ
）

（
参
考
）

平
成
17
年
度
の

人
件
費
率

平成
18年度

人
27,087 

千円
16,970,583 

千円
516,495 

千円
3,864,894 

％
22.8 

％
21.9 

（注）１「地方財政状況調査」の区分による普通会計（一般・
同和・温泉）決算です。

      ２人件費には、特別職の給与、共済組合負担金、公務災害補
償費等を含みます。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額の状況
　　　　　　　　　　　　　　 （平成19年４月１日現在）

①一般行政職

区　分 平均年齢
平均給料
月額

平均給与
月額

平均給与月額
（国ベース）

愛南町 43.7歳 285,913円 384,100円 351,900円

愛媛県 43.4歳 349,100円 433,861円 381,924円

国 40.7歳 325,724円 － 383,541円

②技能労務職

区　分

公　務　員

平均
年齢

職
員
数

平均給料
月額

平均給与
月額

平均給与月額
（国ベース）

愛南町 51.0歳 64人 228,548円 237,169円 235,567円

うち用務員 49.6歳 26人 214,750円 219,250円 219,250円

うち自動車運転手 42.8歳 3人 225,200円 256,300円 253,900円

うち清掃職員 57.3歳 2人 246,100円 256,400円 251,400円

うち学校給食員 51.3歳 13人 241,138円 254,354円 248,454円

うちその他      
技能労務職

52.1歳 20人 237,050円 244,580円 244,130円

愛媛県 45.6歳 － 318,200円 318,200円 円

国 48.8歳 － 287,094円 287,094円 383,541円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
　　　　　　　　　　　  （平成19年４月１日現在）

区　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 213,944円 245,231円 290,018円

高校卒 201,240円 231,806円 255,750円

技能労務職
高校卒 218,150円 203,500円 231,400円

中学卒 171,800円 193,240円 212,371円

（注）１「平均給料月額」とは、平成19年４月１日現在における各職種ごと
の職員の基本給の平均です。

      ２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手
当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計し
たものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい
るものです。

　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額
には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないこと
から、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

（4）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） ラスパイレス指数とは、各地方公共団体の学歴別・経験年数別の
職員数が国家公務員のそれと同じであると仮定し、その職員数に各
地方公共団体の平均給料月額を乗じて得られる給料総額が国家公務
員の給料総額に対してどのような割合になるかを示す指数です。

　　　上記の本町ラスパイレス指数は、本町の一般行政職の給与水準
を、国家公務員の行政職俸給表（一）適用者のそれを100として比較
したものです。

（2）職員の初任給の状況（平成19年４月１日現在）

区　分 愛南町 愛媛県 国

一般行政職
大学卒 170,200円 170,200円

Ⅰ種 179,200円

Ⅱ種 170,200円

高校卒 138,400円 138,400円 Ⅲ種 138,400円

技能労務職
高校卒 134,000円 － －

中学卒 120,200円 － －
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（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成19年４月１日現在）

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

６級 　総括課長 9人 2.8%

５級 　課長 47人 15.1%

４級 　課長補佐 35人 11.3%

３級 　係長・主任 75人 24.3%

２級 　主査 76人 24.6%

１級 　主事 67人 21.7%

（注）１　愛南町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員
数です。

（2）昇給期間短縮の状況

区　分 合計
一般
行政職

技能
労務職

平成
18年度

職員数（Ａ） 373人 309人 64人

普通昇給期間（12～24月）を短縮して昇
給した職員数（Ｂ）

0人 0人 0人

比率（Ｂ／Ａ） 0.0% 0.0% 0.0%

平成
17年度

職員数（Ａ） 398人 328人 70人

普通昇給期間（12～24月）を短縮して昇
給した職員数（Ｂ）

0人 0人 0人

比率（Ｂ／Ａ） 0.0% 0.0% 0.0%

４　職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当（平成18年度）

区　分
愛南町 愛媛県 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

支給割合 3.00月分 1.45月分 3.00月分 1.45月分 3.00月分 1.45月分

加算措置
の状況

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

１人当たりの
平均支給額

1,372千円 1,805千円 －

（2）退職手当（平成19年４月１日現在）

区　分
愛南町 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 23.50月分 30.55月分 23.50月分 30.55月分

勤続25年 33.50月分 41.34月分 33.50月分 41.34月分

勤続35年 47.50月分 59.28月分 47.50月分 59.28月分

最高限度額 59.28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分

その他の
加算措置

－
定年前早期退職
特別措置

（２～20％加算）
－

定年前早期退職
特別措置

（２～20％加算）

１人当たり
平均支給額

3,195千円 22,831千円 － －

退職手当
の調整額

　職務の級等の区分に応じた６段階
の調整月額を決め、職員の在職期間
のうち、その月額が高い方から60
月分の合計額を調整額として加算

　職務の級等の区分に応じた６段階
の調整月額を決め、職員の在職期間
のうち、その月額が高い方から60
月分の合計額を調整額として加算

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成18年度に退職し
た職員に支給された平均額です。

（5）その他の手当（平成19年４月１日現在）

手
当
名

内　　　容 支給単価

国
の
制
度
と

の
異
同

国
の
制
度
と

異
な
る
内
容

平成18年度決算

支給実績

支
給
職
員
１

人
当
た
り
平

均
支
給
年
額

扶
養
手
当

 配偶者 13,000円 同 －

65,569千円 250千円 

配
偶
者
以
外

１
人
目

配
偶
者
有

配偶者が扶養親族 6,000円 同 －

配偶者が非扶養親族 6,500円 同 －

 配偶者無 11,000円 同 －

２人目 6,000円 同 －

３人目 5,000円 同 －

満15歳に達する日
後の最初の年度初
めから満22歳に達
する日以後の最初
の年度末までの子

（１人につき）
5,000円加算

同 －

住
居
手
当

持家居住者
（取得後5年間まで）

2,500円 同 －
20,544千円 196千円 

借家居住者
（最高支給限度額）

27,000円 同 －

通
勤
手
当

《交通用具使用者》
片道５㎞未満 2,000円

同 －

18,405千円 50千円 

片道５㎞以上10㎞未満 4,100円 同 －

片道10㎞以上15㎞未満 6,500円 同 －

片道15㎞以上20㎞未満 8,900円 同 －

片道20㎞以上25㎞未満 11,300円 同 －

片道25㎞以上30㎞未満 13,700円 同 －

片道30㎞以上35㎞未満 16,100円 同 －

片道35㎞以上40㎞未満 18,500円 同 －

片道40㎞以上45㎞未満 20,900円 同 －

片道45㎞以上50㎞未満 21,800円 同 －

片道50㎞以上55㎞未満 22,700円 同 －

片道55㎞以上60㎞未満 23,600円 同 －

片道60㎞以上 24,500円 同 －

《公共交通機関使用者》
最長６箇月の定期券等の
価格による運賃等相当額

（最高支給限度額）
55,000円

同 －

管
理
職
手
当

管理又は監督の地
位にある職員の職
のうち、町長が規
則で指定するもの

給料月額に100
分の25を超え
ない範囲で一定
率を乗じた額

同 － 31,113千円 519千円 

宿
日
直
手
当

職員が正規の勤務
時間外又は休日等
に宿直又は日直を
命ぜられたとき

4,200円／回
ほか

同 － 15,677千円 87千円 

(4) 時間外勤務手当

平成18年度
決算

支給実績 76,156 千円

職員１人当たり平均支給年額 191 千円

平成17年度
決算

支給実績 88,847 千円

職員１人当たり平均支給年額 215 千円

（3）特殊勤務手当（平成19年４月１日現在）
平成
18年度
決算

支給実績 6,020千円
支給職員１人当たり平均支給年額 98,689 円
職員全体に占める手当支給職員の割合 11.5%

平成19年度 手当の種類（手当数） 9

手当の名称 主な支給対象業務職員 左記職員に対する支給単価
税徴収等手当 町税の徴収に関する事務に従事した職員 日額250円

防疫作業手当

感染症患者若しくは感染症の疑いのあ
る患者の救護に従事した職員

日額700円
感染症の病原体に付着した物件若しくは付着の
危険がある物件の処理作業に従事した職員
家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜病原体を
有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員

野猿駆除手当 野猿駆除に従事した職員 １回2,000円
行旅病死人等
収容手当

行旅病人の収容作業に従事した職員 １回1,000円
行旅死亡人の収容作業に従事した職員 １回3,000円

ごみ処理・し尿処理手当 ごみ処理及びし尿処理に従事した職員 月額5,000円
火葬業務・火葬処理手当 やむを得ない事情により火葬処理に従事した職員 月額5,000円
夜
間
勤

務
手
当

あけぼの荘 あけぼの荘における夜間勤務に従事した職員 日額250円
環境衛生センター 環境衛生センターにおける夜間ごみ焼却業務に従事した職員 1回1,000円

消防職手当
消防職員のうち、階級を有し、制服を着用し、消防
事務に従事する者（事務専従職員は、支給対象外）

月額5,000円

救急出動手当
救急救助業務に従事
した職員（1回1人）

管内 1回250円

管
外

25㎞未満 1回1,000円
25㎞以上100㎞未満 1回2,000円
100㎞以上 1回3,000円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
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６　職員数の状況
（1）職員の採用状況（平成19年4月1日現在）

区　分
一般行政部門 特別行政部門 公営企業会計部門

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

行政事務 1人 1人 2人 － － 0人 － － 0人 

消防隊員 － － 0人 1人 － 1人 － － 0人 

管理栄養士 － － 0人 － － 0人 1人 － 1人 

看護師 － － 0人 － － 0人 － 1人 1人 

社会福祉士 － － 0人 － － 0人 － 1人 1人 

合　計 1人 1人 2人 1人 0人 1人 1人 2人 3人 

（2）職員の退職の状況（平成19年3月31日現在）

区　分
一般行政部門 特別行政部門 公営企業会計部門

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

定年退職 10人 6人 16人 5人 2人 7人 － 1人 1人 

定年前退職 － 4人 4人 1人 1人 2人 1人 7人 8人 

合　計 10人 10人 20人 6人 3人 9人 1人 8人 9人 

（4）年齢別職員構成の状況（平成19年４月１日現在）

※平成19年4月1日現在の職員数は、583人になっています。
②　平成22年4月1日現在における定員の数値目標

　厳しい行財政の環境の下、国・地方を通じて行財政改革の推進
が喫緊の課題となっており、定員管理については、スクラップ・
アンド・ビルドの徹底を基本として、極力定員管理の縮減を行う
とともに、増員の抑制をすること、あわせて、限られた人的資源
を有効活用するために職員の資質の向上を図り、適材適所等によ
り貴重な人材の有効活用を進めていくことが必要となります。
　本町においても、町民サービスの低下を招くことがないよう配
慮しながら、抜本的な事務・事業の整理、組織の合理化、職員の
適正配置に努めるとともに、民間委託等の推進、ICT化の推進等
により職員数の抑制に取組みます。
　職員の増員については、専門分野（医療職、消防職員等）の職
員を中心に、原則として退職した職員の２割程度の補充とし、
適正な職員配置に努め、平成17年度から5年間で82人（13.1％）
の職員数削減を目標とし、平成22年4月1日現在において職員数
は543人(地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職員等を含
み、宇和島地区広域事務組合及び愛南町社会福祉協議会出向職員
等除く。)となる予定です。

③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

　 　区分
部門

平成16年
計画前年

平成17年
1年目 

平成18年
2年目 

平成19年
3年目 

計
（参考）
数値目標

一般
行政
部門

減員 △ 23人 △ 23人 △ 28人 △ 74人

増員 11人 11人 2人 24人

差引 △ 12人 △ 12人 △ 26人 △ 50人 (100.0%)

職員数 399人 387人 375人 349人 349人 349人

（注）１  計画期間は、平成17年～平成22年までの5年間です。
　　 ２  平成16年の職員数は平成16年10月1日現在、平成17年以

降の職員数は各年4月1日現在となっております。
　　 ３ （％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。

（5）定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の
数値目標

平成17年4月1日
職員数

平成22年4月1日
職員数

純減数 純減率

人
625

人
543

人
△ 82

％
△ 13.1

区　

分

20
歳
未
満

20
歳
〜
23
歳

24
歳
〜
27
歳

28
歳
〜
31
歳

32
歳
〜
35
歳

36
歳
〜
39
歳

40
歳
〜
43
歳

44
歳
〜
47
歳

48
歳
〜
51
歳

52
歳
〜
55
歳

56
歳
〜
59
歳

60
歳
以
上

計

職
員
数（
人
）

0 7 26 64 68 52 43 66 87 89 81 0 583

構
成
比（
％
）

0.0 1.2 4.5 11.0 11.7 8.9 7.4 11.3 14.9 15.3 13.9 0.0 100

（注）職員数は一般職に属する職員数（教育長1人除く。）であ
り、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含
み、臨時又は非常勤職員、宇和島地区広域事務組合及び愛南
町社会福祉協議会出向職員等（平成18年及び平成19年６人）
を除いています。

５　特別職の報酬等の状況（平成19年４月１日現在）

区分
給料月額等 平成18年度期末手当支給割合

減額後 （減額前） ６月期 12月期 計

給
料

町長 693,000円 770,000円 1.60月分 1.70月分 3.30月分

副町長 575,000円 625,000円 1.60月分 1.70月分 3.30月分

収入役 530,100円 570,000円 1.60月分 1.70月分 3.30月分

報
酬

議長 286,000円 － 1.625月分 1.725月分 3.35月分

副議長 227,000円 － 1.625月分 1.725月分 3.35月分

議員 181,000円 － 1.625月分 1.725月分 3.35月分

（注）特別職の給料月額は、愛南町特別職の職員の給料の特例に
関する条例（平成19年愛南町条例第14号）に基づき、平成19
年４月１日から平成20年３月31日まで以下のとおり減額支給
しています。

・町長：給料月額　△10.0％減額（770,000円→693,000円）
・副町長：給料月額　△8.0％減額（625,000円→575,000円）
・収入役：給料月額　△7.0％減額（570,000円→530,100円）

（3）部門別職員数の状況と主な増減理由

　　　　区分
部門　　　　

職員数
主な増減理由

平成18年 平成19年
対前年
増減数

一
般
行
政
部
門

議会 3人 3人 0人

総務 78人 72人 △6人
支所等における事務の統廃
合による減員

税務 15人 15人 0人

民生 152人 138人 △14人
保育所統廃合縮小等による
減員

衛生 61人 58人 △3人
支所保健センター等の事務
の統廃合による減員

農林水産 33人 33人 0人

商工 12人 11人 △1人 退職不補充による減員

土木 21人 19人 △2人 事務の統廃合縮小による減員

小計 375人 349人 △26人
特
別
行
政
部
門

教育 110人 107人 △3人
社会教育課と文化スポーツ
振興課の統合による減員

消防 45人 45人 0人

小計 155人 152人 △3人

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病院 44人 38人 △6人 病院統合に伴う減員

水道 16人 15人 △1人 事務の統廃合縮小による減員

交通 5人 5人 0人

下水道 1人 1人 0人

その他 20人 23人 3人
地域包括支援センターのス
タッフ充実による増員

小計 86人 82人 △4人

合計 616人 583人 △33人

（注）職員数は一般職に属する職員数（教育長1人除く。）であり、地
方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含み、臨時又
は非常勤職員、宇和島地区広域事務組合及び愛南町社会福祉協
議会出向職員等（平成18年及び平成19年６人）を除いています。
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８　職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分（平成18年度）

処分事由 地方公務員法
降
任
免職 休職 降給 合計

勤務成績が良くない場合 第28条第1項第1号 － － － － 0件 

心身の故障の場合
第28条第1項第4号

－ － － － 0件 
第2項第1号

職に必要な適格性を
欠く場合

第28条第1項第3号 － － － － 0件 

職制、定数の改廃、予算
の減少により廃職、過
員を生じた場合

第28条第1項第4号 － － － － 0件 

刑事事件に関し、起
訴された場合

第28条第2項第2号 － － － － 0件 

失職した場合 第28条第4項 － － － － 0件 

合　　　　　計 0件 0件 0件 0件 0件 

（2）懲戒処分（平成18年度）

処分事由 地方公務員法
戒
告
減給 停職 免職 合計

法令に違反した場合 第29条第1項第1号 － － － － 0件

職務上の義務に違反し
又は職務を怠った場合

第29条第1項第2号 － － － － 0件

全体の奉仕者たるに
ふさわしくない非行
があった場合

第29条第1項第3号 － － － － 0件

合　　　　　計 0件 0件 0件 0件 0件

（2）休暇
種類 休暇の概要、取得の要件等 取得可能日数等

年次有
給休暇

１年につき20日（前年の繰越日
数の上限20日のため、最高40日）

病
気
休
暇

負傷又は疾病のため医師
の診断により療養する必
要がある場合

公務災害、通勤災害の場合は必要
と認められる期間

結核性疾患については１年、その他の
負傷又は疾病については90日を超え
ない範囲内で必要と認められる期間

特
別
休
暇

特別の事由により職員が
勤務しないことが相当で
ある場合

（主な休暇）
公民権の行使、産前
休暇、産後休暇、忌
引、結婚休暇、夏季
休暇など

公民権の行使 必要と認められる期間

産前休暇
6週間以内に出産する
予定である職員が申
し出た期間

産後休暇
出産後8週間を経過す
る日までの期間

忌引 父母の場合７日など

結婚休暇 連続する５日の範囲内の期間

夏季休暇 ３日の範囲内の期間

介
護
休
暇

負傷、疾病又は老齢により
２週間以上にわたり日常生
活を営むのに支障があるも
のの介護をする場合

介護を必要とする一の継続する
状態ごとに、連続する６月の期
間内

７　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間
１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

始業 終業
休息
時間

休憩
時間

週休日

40時間 8時間 8時30分 17時30分 廃止 60分間 土・日曜日

（注）１　平成19年４月１日より休息時間（15分間×２回）を廃
止し、休憩時間を45分→60分に変更しました。

　　 ２　上記変更により、終業時間を17時30分までとし、15分
間延長しました。

　　 ３　勤務場所によっては始業、終業、週休日などが異なる場
合があります。

　　 ４　各種申請等の窓口業務のある担当課では、交代で休憩し
ています。

９　職員の服務の状況
（1）年次有給休暇（平成18年1月1日～同年12月31日）
総付与日数
（A）

総取得日数
（Ｂ）

全対象職員数
（Ｃ）

平均取得日数
（B/Ｃ）

消化率
（B/Ａ）

14,589日 2,481.5日 366人 6.8日 17.0%

（注）１　全対象職員数とは、平成18年1月1日から同年12月31日
までの全期間を在職した一般職員に限り当該期間の中途
に採用された者及び退職された者並びに当該期間中に育
児休業、休職の事由並びに派遣職員を除くものとし、そ
れらの職員を除いた職員の使用した年次有給休暇の合計
数を総取得日数としたものです。

　　　２　総付与日数とは、平成18年1月1日現在において各職
員に付与された日数（前年からの繰越分を含む）を全対
象職員にわたって合計したものです。

（2）育児休業等の取得状況（平成18年度）
区　　　　　　　分 男性 女性 合計

育児休業取得者数 － 12人 12人 

 うち新規取得者数 － 6人 6人 

部分休業取得者数 － － 0人 

 うち新規取得者数 － － 0人 

深夜勤務及び時間外勤務の制限請求者数 － － 0人 

 うち新規取得者数 － － 0人 

（注）１　部分休業とは、地方公務員育児休業等に関する法律第9
条に規定する部分休業です。

　　 ２　深夜勤務及び時間外勤務の制限とは、愛南町職員の勤
務時間、休暇等に関する条例第8条の3に規定する深夜及
び時間外勤務の制限です。

10　職員の研修及び勤務成績の評定の状況
（1）研修の状況

　職員の公務能率の発揮及び増進のため、以下の研修を実
施しています。

区　　分 研　修　名　等

職場内研修
新採職員研修、接遇接客研修、法制執務研修、
人事評価研修、人権教育研修、環境基本条例
研修ほか

職
場
外
研
修

基
本
研
修

階層別研修
新採職員研修、中堅職員研修、係長級研
修、課長級研修　他

能
力
開
発
研
修

法令
コース

行政法講座、民法講座、地方自治法講座

政策形成
コース

政策立案講座、政策法務講座、公共マーケ
ティング講座、問題解決能力講座

対人能力
コース

折衝力・交渉力講座、プレゼンテーション
講座、クレーム対応講座、ロジカルシンキ
ング講座

管理能力
コース

マネジメント能力講座、意思決定能力講
座、広報とマスコミ対応講座

行政経営
コース

県民との協働推進講座、CS（生活者満足
度）向上講座

行政事務
コース

法人会計講座（複式簿記入門コース、営利
法人コース）

派遣
研修

専門研修
機関

市町村アカデミー、国際文化アカデミーほ
か

（2）勤務成績の評定の状況

　愛南町職員の勤務成績の評定に関する規則に基づき、定期的
に勤務成績の評定を行い、人事管理の基礎資料とし、公務能率
の発揮及び増進を図っています。
　勤務評定は、評定を受ける職員の所属する管理職職員が評定
者として、所属職員の能力、執務態度及び業績等の評価を行
い、副町長、収入役及び総務課長が調整者として、評定結果の
調整を行います。
　調整した評定結果は町長が最終確認をし、勤勉手当、人事異
動、昇任及び昇給等に活用しています。
　また、人事異動に当たっての希望、勤務状況についての自己
評価、現在の仕事についての成果などを申告する自己申告書を
職員に提出させ、人事異動において活用しています。
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税
務
課
か
ら

宇
和
島
税
務
署
か
ら

お
知
ら
せ
し
ま
す
！

議
会
事
務
局
か
ら

平
成
19
年　

第
４
回  

町
議
会
定
例
会

○
お
早
め
に
春
の
確
定
申
告
を

　

今
年
も
確
定
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し
た

が
、
例
年
３
月
10
日
を
過
ぎ
ま
す
と
、
税
務
署

は
大
変
混
雑
し
ま
す
。早
め
に
申
告
さ
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、確
定
申
告
書
は
、

ご
自
分
で
作
成
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

申
告
と
納
税
は
、
所
得
税
が
３
月
17
日

（
月
）ま
で
で
す
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

は
３
月
31
日（
月
）ま
で
で
す
。

○
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）を
使
え
ば
、

こ
ん
な
こ
と
が
大
変
便
利

①
Ｈ
Ｐ
か
ら
簡
単
に
申
告

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(h
ttp
://w
w
w
.n
ta.g
o
.jp
)

の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
か
ら
、
直
接
電
子
申
告

で
き
ま
す
。
当
該
コ
ー
ナ
ー
で
作
成
し
た
申

告
書
は
、
Ａ
４
の
普
通
紙
に
出
力
し
、
郵
送
等

で
税
務
署
へ
提
出
で
き
ま
す
。（
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
開
始
は
、
１
月
初
旬
と
な
っ
て
い
ま
す
）

②
最
高
５
，０
０
０
円
の
税
額
控
除 

　

本
人
の
電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
を
付

し
て
所
得
税
の
確
定
申
告
を
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
で
行

う
と
、
最
高
５
，０
０
０
円
の
所
得
税
の
税
額

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た（
平
成
19
年
分
又
は
平
成
20
年
分
の

　

本
庁
議
場
で
、
第
４
回
町
議
会
定
例
会
が

開
催
さ
れ
、
始
め
に
谷
口
町
長
が
「
愛
南
町

自
治
基
本
条
例
原
案
を
作
成
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
検
討
委
員
会
の
皆
様
に
は
、
述
べ
13

回
の
委
員
会
と
45
回
の
小
委
員
会
、
町
内
５

箇
所
で
の
素
案
説
明
会
の
開
催
等
、
熱
心
に

調
査
・
検
討
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

い
ず
れ
か
１
回
）。

③
添
付
書
類
が
提
出
不
要

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
で
行
う

場
合
、
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴
収
票
等

は
、
提
出
に
代
え
て
、
記
載
内
容
を
入
力
し
て

送
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た（
確
定
申

告
期
限
か
ら
３
年
間
、
添
付
書
類
の
提
出
又

は
提
示
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

④
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

 

ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ
た
還
付
申
告
は
早
期

処
理
し
て
い
ま
す（
３
週
間
程
度
に
短
縮
）。

⑤
も
っ
と
詳
し
い
情
報
は

 

ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w
.e-tax

.

nta.g
o
.jp

）
利
用
開
始
の
手
続
、
ご
利
用
時

間
、
パ
ソ
コ
ン
の
環
境
、
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト

の
操
作
方
法
、
よ
く
あ
る
質
問
（
Ｑ
＆
Ａ
）

な
ど
、
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
に
関
す
る
最
新
の
情
報
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利

用
前
に
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
に
は
、
事
前
に
開

始
届
出
書
の
提
出
、
電
子
証
明
書
な
ど
の
取

得
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ　

宇
和
島
税
務
署　

宇
和
島
市

堀
端
町
１
番
38
号　

℡（
代
表
）０
８
９
５
―

２
２
―

４
５
１
１

　

電
話
に
よ
る
一
般
的
な
ご
相
談
は
、税
務
相

談
官
が
承
り
ま
す
。国
税
に
関
す
る
ご
質
問
や

ご
相
談
の
方
は
、代
表
番
号
か
ら
↓
番
号『
１
』

↓
『
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
』
へ
、
税
務
署
か
ら

の
照
会
や
納
税
な
ど
の
ご
相
談
又
は
職
員
に

ご
用
の
方
は
↓
番
号『
２
』↓『
税
務
署
』へ

の
中
で
、
住
民
、
事
業
者
、
議
会
及
び
町
が

そ
れ
ぞ
れ
に
果
た
す
べ
き
役
割
と
責
任
を
分

担
し
て
公
共
を
担
う
、
新
し
い
自
治
へ
の
取

組
み
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た

と
、
委
員
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
ご
労
苦
に
対
し
、
敬
意
を
表
す
る
と
と
も

に
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
議
会
定

例
会
で
、
愛
南
町
の
最
高
規
範
と
な
る
自
治

基
本
条
例
制
定
の
議
決
を
い
た
だ
き
、
条
例

の
本
旨
に
基
づ
く
住
民
自
治
の
推
進
に
努
め

て
参
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
」
と
、
招
集
の
あ
い
さ
つ
を
行
い
ま

し
た
。

　

続
い
て
、
愛
南
町
自
治
基
本
条
例
の
制

定
、
条
例
の
一
部
改
正
が
３
議
案
、
公
有
水

面
の
埋
立
て
が
２
議
案
、
損
害
賠
償
の
和
解

が
２
議
案
、
農
山
漁
村
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
支
援
交
付
金
事
業
の
実
施
、
町
道
路
線
の

認
定
、
町
過
疎
対
策
自
立
促
進
計
画
の
変
更

が
そ
れ
ぞ
れ
１
議
案
、
平
成
19
年
度
一
般
会

計
、
上
水
道
及
び
病
院
事
業
会
計
、
国
民
健

康
保
険
、
介
護
保
険
、
簡
易
水
道
、
温
泉
事

業
等
の
各
特
別
会
計
の
７
議
案
、
万
全
な
Ｂ

Ｓ
Ｅ
対
策
で
、
食
の
安
全
・
安
心
を
守
る
よ

う
求
め
る
請
願
書
に
つ
い
て
等
6
議
案
、
計

24
議
案
が
可
決
・
採
択
等
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
宮
下
一い

ち

郎ろ
う

・
西
口
孝

た
か
し

・
二
宮
敬け

い

典す
け

・
山
下
正ま

さ

敏と
し

の
各
議
員
が
一
般
質
問
を
行

い
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 12/

13～21
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農
林
課
か
ら

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

環
境
衛
生
課
か
ら

不
法
投
棄
の
未
然
防
止
を

め
ざ
し
て

町
民
課
か
ら

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」を

お
送
り
し
ま
す

環
境
衛
生
課
か
ら

防
疫(

防
虫)

剤
の
配
布
を

廃
止
し
ま
す
！

美
し
い
町
は
、

町
や
人
を
愛
す

る
心
に
よ
っ
て

作
ら
れ
ま
す

　

Ｊ
Ａ
え
ひ
め
ア
イ
パ
ッ
ク
ス
㈱
（
大
洲
市

春
賀
）
で
開
催
さ
れ
た
「
平
成
19
年
度
愛
媛

県
総
合
畜
産
共
進
会
」
で
、
広
見
の
赤
松
厚あ
つ

志し

さ
ん
が
、
和
牛
繁
殖
の
発
展
と
い
ち
早
く

自
給
飼
料
の
生
産
等
、
発
酵
飼
料
生
産
体
系

　

現
在
、
町
内
の
全
域
に
わ
た
っ
て
、
粗
大

ご
み
等
の
不
法
投
棄
ご
み
が
放
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
町
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま

え
て
、
ご
み
の
不
法
投
棄
箇
所
に
、
未
然
防

止
の
意
味
を
込
め
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、

鳥
居
に
似
た
朱
色
の
構
造
物
を
次
の
箇
所
に

設
置
し
ま
し
た
。
今
後
、
こ
の
構
造
物
を
各

地
域
の
不
法
投
棄
箇
所
に
設
置
を
し
て
い
く

予
定
で
す
。
ま
た
、
現
在
、
監
視
カ
メ
ラ
を

設
置
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、
併

せ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

「
こ
こ
に
捨
て
て
も
分
か
ら
な
い
だ
ろ

う
」
と
い
っ
た
身
勝
手
な
行
動
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
美
し
い
自
然
や
生
活
環
境
を
次
の
世

代
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
、
今
を
生
き
る
私
た

ち
の
責
務
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
「
朱
色
の
構
造
物
」
の
名
称

を
検
討
し
て
い
ま
す
の
で
、
い
い
名
称
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
環
境
衛
生
課
（
℡
７
２
―

７
３
１
６
）
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
不
法
投
棄
防
止
構
造
物
の
設
置
場
所

作
製
数　

４
台
（
平
成
19
年
12
月
21
日
現
在
）

設
置
数　

２
台

設
置
場
所　

広
域
農
道
篠
南
ト
ン
ネ
ル
（
増

田
側
）、
そ
の
他
は
検
討
中
。

の
確
立
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
が
認
め
ら
れ

「
畜
産
功
労
者
知
事
表
彰
」
を
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

あ
な
た
の
年
金
記
録
の
確
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
願
い
し
ま
す  

　

基
礎
年
金
番
号
に
結
び
付
い
て
い
な
い
約

５
０
０
０
万
件
の
記
録
に
つ
い
て
、
平
成
19

年
11
月
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
名
寄

せ
作
業
を
開
始
し
、
そ
の
結
果
、
皆
様
の
基
礎

年
金
番
号
の
記
録
と
結
び
付
く
可
能
性
の
あ

る
記
録
が
出
て
き
た
方
に
、
平
成
19
年
12
月

か
ら
平
成
20
年
３
月
ま
で
の
間
に
、「
ね
ん
き

ん
特
別
便
」
を
順
次
お
送
り
し
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
皆
様
の
方
に
も
、

順
次
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

●
年
金
受
給
者
の
方
々
へ
は
、
平
成
20
年
４

月
か
ら
５
月
ま
で
の
間
に
。

●
現
役
加
入
者
の
方
々
へ
は
、
６
月
か
ら
10

月
ま
で
の
間
に
。

　

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
に
よ
る
ご
本
人
様

の
ご
確
認
及
び
お
手
続
き
を
経
て
、
は
じ
め

て
記
録
が
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
お
手
元
に

届
き
ま
し
た
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
で
、
ご

自
身
の
年
金
記
録
に
記
載
も
れ
や
誤
り
が
な

い
か
を
ご
確
認
の
上
、
必
ず
お
手
続
き
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
ご
質
問
・
問
い
合
わ
せ
】

《
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
》
へ

０
５
７
０
―
０
５
８
―
５
５
５（
ご
利
用
時

間
は
同
封
書
類
で
ご
確
認
を
）

※
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は（
０
３
―

６
７
０
０

―

１
１
４
４
）に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

※
一
般
の
年
金
相
談
は
、「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
」
０
５
７
０
―

０
５
―

１
１
６
５
ま
で
。

※
詳
し
く
は
、
Ｈ
Ｐ（http://w

w
w
.sia.go.jp/

）

（
注
意
）「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」に
関
し
て
、Ａ
Ｔ
Ｍ

の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
月
の
社
会
保
険
・
年
金
一
日
相
談

　

○
２
月
19
日（
火
）

　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分

　
　

町
商
工
会
城
辺
支
所

　
　

（
城
辺
商
工
会
館
２
階
）

赤松厚
あつ

志
し

さん

　

今
ま
で
、
毎
年
５
月
に
行
っ
て
い
ま
し
た

防
疫（
防
虫
）剤
の
希
望
者
へ
の
配
布
事
業
は
、

環
境
へ
の
影
響
等
を
考
慮
し
、
平
成
20
年
度

か
ら
廃
止
し
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
防
虫
剤
は
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
の
で
、
防
虫
剤
の
使
用
を
考
え

て
い
る
方
は
、
個
人
に
て
購
入
の
上
、
適
正

な
使
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
詳
し
く

は
、
環
境
衛
生
課
（
℡
７
２
―

７
３
１
６
）

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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町
民
課
か
ら

平
成
20
年
４
月
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま
す

町
民
課
か
ら

人
権
擁
護
委
員
さ
ん
を
お

知
ら
せ
し
ま
す

商
工
観
光
課
か
ら

今
日
か
ら
は
、

　
　
　

私
に
ま
せ
て

　

後
期
高
齢
者
医

療
制
度
は
国
が
全

国
一
律
に
定
め
た

制
度
で
す
。
平
成

19
年
11
月
27
日
開

催
の
愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議

会
に
お
い
て
、
決
定
し
た
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
関
す
る
主
な
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

被
保
険
者
は
…
愛
媛
県
内
に
住
む
75
歳
以
上

及
び
65
歳
以
上
の
方
で
、
一
定
の
障
害
が
あ

る
方
の
す
べ
て
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
は
…
保
険
料
は
、
定
額
部
分
で
あ

る
均
等
割
額（
４
１
，６
５
９
円/

年
）と
所
得

に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
所
得
割
額（
所
得
割

率
７
・
85
％
）の
合
計
額
と
な
り
、
所
得
の
低

い
方
に
は
、
均
等
割
額
が
軽
減（
７
割
・
５

割
・
２
割
）さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
で
は
世
帯
単
位
で

保
険
料
が
賦
課
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
後
期

高
齢
者
医
療
で
は
個
人
単
位
で
保
険
料
が
賦

課
さ
れ
ま
す
。

○
１
人
当
た
り
保
険
料
額

　
　
　
　

＝

均
等
割
額（
４
１
，６
５
９
円/

年
）

　
　
　
　

＋

１
人
当
た
り
所
得
割
額

　

←　

（
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
計
算
）

被
保
険
者
本
人
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

金
額
等
×
所
得
割
率
（
７
・
85
％
）

保
険
料
の
納
め
方
…
年
金
額
に
よ
っ
て
、
保

険
料
の
納
め
方
は
２
種
類
に
分
か
れ
て
い
ま

す
。
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
方
は
、
年
金

か
ら
保
険
料
が
差
し
引
か
れ
ま
す（
特
別
徴

収
）。そ
れ
以
外
の
方
は
、納
付
書
や
口
座
振
替

に
よ
っ
て
個
別
に
納
め
ま
す（
普
通
徴
収
）。

　

但
し
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
料
と
の
合
算
額
が
年
金
受
給
額

の
½
を
超
え
る
場
合
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
は
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
ず
、
個
別

に
納
め
ま
す
（
普
通
徴
収
）。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
前
に
健
康
保

険
な
ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険
料
の

特
例
措
置

○
加
入
か
ら
２
年
間
は
均
等
割
が
半
額
に
軽

減
さ
れ
、
所
得
割
が
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
平
成
20
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
は
、
保
険

料
負
担
を
凍
結
し
、
10
月
か
ら
平
成
21
年
３

月
ま
で
は
保
険
料
を
９
割
軽
減
し
ま
す
。

保
険
証
は
…
受
診
の
際
、
今
ま
で
は
老
人
医

療
受
給
者
証
と
保
険
証
が
必
要
で
し
た
が
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
原
則
保
険
証
１

枚
で
受
診
で
き
ま
す
。
な
お
、
老
人
医
療
制

度
で
交
付
さ
れ
て
い
た
医
療
受
給
者
証
は
廃

止
さ
れ
ま
す
。

　

病
院
を
受
診
す
る
と
き
に
は
、
保
険
証
を

必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

町
民
課
（
℡
７
２
―

７
３
０
０
）
又
は
愛
媛
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
（
℡
０
８
９
―

９
１
１
―

７
７
３
３
）
へ
お
願
い
し
ま
す
。

E-m
ail info@

ehim
e-kouiki.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.ehim

e-kouiki.jp/

　

次
の
方
が
人
権
擁
護
委
員
に
新
任
及
び
再

任
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
人

権
擁
護
委
員
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
に
基
づ

き
委
嘱
さ
れ
た
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
暮

ら
し
の
中
で
の
悩
み
や
心
配
ご
と
、
困
り
ご

と
の
あ
る
方
は
、
是
非
、
人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
町
民
課
（
℡
７
２
―

７
３
０
０
）
又
は
法
務
局
へ
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

橋岡濟
なり

隆
たか

さん

（平成19年10月1日、新任）

岩井千
ち

惠
え

子
こ

さん

（平成20年1月1日、再任）

愛媛県後期高齢者
医療広域連合の
ロゴマーク

　

町
雇
用
促
進
協
議
会
が
愛
媛
調
理
製
菓
専

門
学
校
か
ら
講
師
を
招
き
、
御
荘
文
化
セ
ン

タ
ー
で
「
水
産
加
工
技
術
講
習
会
」
を
開
催

し
、
約
10
名
の
方
が
生
魚
の
基
本
処
理
技
術

の
実
習
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
鯛
や
ア
ジ
の
三
枚
お
ろ
し
、
切

身
等
、
無
駄
の
な
い
包
丁
さ
ば
き
を
学
び
、

参
加
者
も
感
激
し
た
様
子
で
、
早
く
家
庭
で

刺
身
を
作
り
た
い
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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財
産
管
理
課
か
ら

町
営
住
宅
の
入
居
者
を

　
　
　

募
集
し
て
い
ま
す

保
健
福
祉
課
か
ら

平
成
20
年
４
月
か
ら
、

基
本
健
康
診
査
が
変
り
ま
す

　

現
在
、
空
室
と
な
っ
て
い
ま
す
町
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
ご
希
望

の
方
は
、
関
係
書
類
を
添
え
て
本

庁
財
産
管
理
課
へ
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

１
住
宅（
空
家
）の
概
要

　

下
記
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

２
申
込
受
付
期
間   

　

２
月
５
日（
火
）〜
14
日（
木
）

３
受
付
時
間   

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

（
土
・
日
は
除
き
ま
す
）

４
入
居
者
資
格
（
次
の
す
べ
て
の
条

件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
）

⑴
町
内
に
居
住
し
て
い
る
方
、
及

び
町
内
に
居
住
を
希
望
し
て

い
る
方
で
、
住
宅
に
お
困
り
の

方
。

⑵
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な　

い
方
。

⑶
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て

は
、
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居

し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
約
者

を
含
む
。
た
だ
し
婚
約
者
は
入

居
後
３
カ
月
以
内
に
婚
姻
す
る

こ
と
）
が
い
る
方
。

住宅名（区分） 住宅所在地 構　造 空部屋の概要

月別家賃 敷　金 共益費 その他特記事項

吉良ノ岡団地（公営住宅） 柏1379番地1 木造2階建（築18年） 2棟4号 3DK 66.2㎡
12,600円～20,800円 家賃の3ヵ月分 有
中浦団地（公営住宅） 中浦1677番地 鉄筋3階建（築29年） 201号,307号 3DK 56.3㎡
11,700円～19,400円 家賃の3ヵ月分 有
長崎団地（公営住宅） 御荘平城343番地3 鉄筋3階建（築26年） 103号,202号 3DK 68.90㎡
16,000円～26,500円 家賃の3ヵ月分 有

脇田団地（特定公共賃貸住宅） 柏369番地 鉄筋3階建（築10年） A棟202号,302号 3LDK 106.62㎡
38,000円 家賃の3ヵ月分 有 【電気温水器】

脇田団地（特定公共賃貸住宅） 柏369番地 鉄筋3階建（築６年） B棟106号（4LDK）118.33㎡ 208号
39,000円 家賃の3ヵ月分 有 （3LDK）115.60㎡ 【電気温水器】

猿田団地（特定公共賃貸住宅）城辺甲3851番地1 鉄筋3階建（築12年） 101号,104号,201号 3DK 76.46㎡
53,000円 家賃の3ヵ月分 有 【電化住宅 駐車場使用料別】

※今回募集の公営住宅は世帯向け住宅のため、家族のある方を優先します。
※入居の際には、連帯保証人が2名必要になります。

※
な
お
、
収
入
に
よ
り
各
住
宅
の
入
居
資
格

に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

５
申
込
方
法
等

　

入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
財
産

管
理
課
【
℡
７
２
―

７
３
１
０
（
内
線

２
３
３
・
２
３
４
）】
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
」
の
施
行
に
基
づ
き
、
平
成
20
年
４
月

か
ら
医
療
保
険
者
に
対
し
「
特
定
健
康
診

査
」
・
「
特
定
保
健
指
導
」
が
義
務
化
さ
れ
ま

し
た
。

　

本
町
で
も
、
今

ま
で
町
が
実
施
し

て
い
た
基
本
健
康

診
査
が
特
定
健
康

診
査
に
変
り
ま
す
。

特定健診の検査項目は以下のとおりです

検　査　項　目 現　行
平成20年
4月から

計
測
他

身長・体重 ○ ○

腹囲 × ○

血圧 ○ ○

診察 ○ ○

尿
検
査

潜血 ○ ×

蛋白 ○ ○

糖 ○ ○

血
液
検
査

総コレステロール ○ ×

HDL（善玉）コレステロール ○ ○

LDL（悪玉）コレステロール × ○

中性脂肪 ○ ○

肝機能（GOT、GPT、γーGTP） ○ ○

血糖値 ○ ×

HbA1c ○ ○

クレアチニン ○ ×

尿酸値 ○ ×

貧血（RBC、HGB、HCT）※ ○ ○

眼底※ ○ ○

心電図※ ○ ○

●
対
象
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す

①
町
内
に
住
民
票
が
あ
る
40
歳
か
ら
74
歳
の

　

国
保
加
入
者

※
国
保
以
外
の
医
療
保
険
加
入
者
本
人
は
、

職
場
健
診
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
被
扶
養

者(

家
族)

は
、
医
療
保
険
加
入
者
本
人
の
お

勤
め
先
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
75
歳
以
上
の
方
は
、
今
ま
で
ど
お
り
希
望

さ
れ
る
方
に
実
施
し
ま
す
。

　

受
診
方
法
等
、
詳
し
く
は
、
２
月
中
旬
に

が
ん
検
診
申
込
書
と
一
緒
に
全
世
帯
へ
お

配
り
し
ま
す
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
な
お
、
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
保
健

福
祉
課
（
℡
７
２
―

１
２
１
２
）に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

が
ん
検
診
に
つ
い
て
は
、従
来
ど
お
り
で
す
。

※医師が必要と認める方のみ
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保健事業のお知らせ（２月）

水
産
課
産
業
振
興
室
か
ら

魚
を
食
べ
よ
う
！

あなたの子育てをサポートします
実施場所 問い合わせ先 内　容 開設日 開設時間 お知らせ

はまゆう乳幼児保育所
地域子育て支援センター
「どんぐりの会・
さくらんぼの会」

はまゆう

乳幼児保育所内

７２－４３２８

サークル活動
月 １２：００～１７：００

火・木   ８：００～１３：００

園庭・保育室開放 水・金   ８：００～１７：００

育児（電話）相談
月～金   ８：００～１７：００

土   ８：００～１２：００

御荘子育て
支援センター
「こあら」

御荘保育所内

７２－０５９８

サークル活動 月・水・金   ８：００～１３：００ 2/22㈮・2/29㈮は夢
創造館で行います
（時間9:00～14:00）

園庭・ホール開放 火・木   ８：００～１３：００

育児（電話）相談 月～金   ８：００～１７：３０

こぶたの広場
プラザじょうへん内

７３－２２８８
育児相談や各種
ワークショップ

月～金   ９：３０～１６：３０
2/13（第2水）10:30～11:30
出向こぶたの広場

（城辺保健福祉センター）

☆☆☆☆☆☆☆乳幼児健康診査☆☆☆☆☆☆

内　容 月　日 曜日 場　所 対象年齢

乳児健診 2月26日 火

城辺保健福祉センター

H19年8月1日～H19年9月30日生

３歳児健診 2月19日 火 H16年11月1日～H16年12月31日生

５歳児健診 2月  5日 火 H14年12月1日～H15年1月31日生

　対象者には通知します

☆☆☆☆☆☆☆育児相談☆☆☆☆☆☆☆

内　容 月　日 曜日 場　所 受付時間

みるくひろば
2月  1日 金

一本松保健センター 　９：３０～１１：３０
3月  7日 金

育児相談 2月21日 木 西海保健福祉センター 　９：３０～１１：３０

みなみっ子 2月25日 月 御荘夢創造館 　９：３０～１１：３０

☆☆☆☆☆☆☆その他☆☆☆☆☆☆☆

内　容 月　日 曜日 場　所 受付時間

両親学級
「かるがも教室」

2月17日 日 城辺保健福祉センター
　９：３０～１１：３０

事前申込み

乳児栄養相談 2月27日 水 城辺保健福祉センター
１３：００～１３：３０

事前申込み

栄養相談 2月15日 金 城辺保健福祉センター
１３：３０～１５：３０

事前申込み

保健事業に関する問い合わせ　保健福祉課　℡７２－１２１２

　

魚
食
を
好
き
に
な
っ
て
と
、
町
ぎ
ょ
し
ょ

く
普
及
推
進
協
議
会
が
柏
保
育
所
で
「
今
が

旬
、
寒
ブ
リ
を
食
べ
よ
う
！
」（
魚
食
普
及

イ
ベ
ン
ト
）
を
開
催
し
ま
し
た
。
同
協
議
会

は
、
魚
の
種
類
や
性
質
等
を
説
明
し
た
り

等
、
魚
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
、
保

育
所
や
小
学
校
等
で
魚
食
の
普
及
活
動
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
約
40
名
の
園
児
が
約
40
種
類
の

珍
し
い
魚
に
、
直
接
、
触
れ
た
り
、
約
６
kg

の
養
殖
ブ
リ
の
解
体
を
見
た
り
と
、
楽
し
い

イ
ベ
ン
ト
に
大
満
足
の
様
子
で
し
た
。
ま

た
、
給
食
は
、
ブ
リ
の
照
り
焼
き
と
ブ
ロ
ッ

コ
リ
ー
の
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
焼
き
が
出
さ
れ
、
園

児
た
ち
も
笑
顔
で
お
い
し
そ
う
に
食
べ
て
い

ま
し
た
。

 12/
   19
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税
務
課
等
か
ら
！

２
月
納
税
等
の
お
知
ら
せ

2・3月行事予定表

第１日曜日   3日 西本病院 御荘平城 ☎73-2121

第２日曜日 10日 国保一本松病院 一 本 松 ☎84-2255

建国記念日 11日 岡沢クリニック 御荘平城 ☎70-1511

第３日曜日 17日 福浦診療所 福　　浦 ☎83-0510

第４日曜日 24日 粉川内科 城 辺 甲 ☎72-2111

第１日曜日   2日 菅外科胃腸科医院 御荘平城 ☎72-2225

第２日曜日   9日 中浦診療所 中　　浦 ☎75-0503

第３日曜日 16日 福岡医院 一 本 松 ☎84-3600

備考１．診療時間は午前９時から午後４時まで。
　　２．診療科目は内科系の救急患者とします。

日曜日・祝祭日 県立南宇和病院 城 辺 甲 ☎72-1231

２月の当直医
一　般　内　科

３月の当直医

救　急　担　当

固

定

資

産

税

4期分/
4期分

国

民

健

康

保

険

税

9期分/
10期分

介

護

保

険

料

保

育

所

保

育

料

月末

下

水

道

使

用

料

町
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、
ま
ず
督

促
状
に
よ
っ
て
納
税
を
促
し
て
い
ま
す
。

町
税
を
滞
納
さ
れ
ま
す
と
、
本
来
、
納
め
る

べ
き
税
額
の
他
に
延
滞
金
が
か
か
り
ま
す
。

❶
町
税
等
、
住
宅
使
用
料
、
住
宅
共
益
費
、

駐
車
場
使
用
料
は
、
毎
月
、
当
月
分
が
月

末
に
振
替
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
該
当
日

が
休
日
の
場
合
は
、
翌
日
と
な
り
ま
す
。

❷
上
水
道
使
用
料
・
簡
易
水
道
使
用
料
の

振
替
日
は
毎
月
21
日
、
再
振
替
日
は
翌

月
の
10
日
で
す
。

  今月の犬・猫の引取日は以下のとおりです

 　６日・１３日・２０日
水曜日の　AM8：30～10：00
３月の引取日は、
 　５日・１２日・１９日
水曜日の　AM8：30～10：00
　上記の時間内に、認め印を持って役場本庁または各支
所まで連れてきてください。詳しくは、環境衛生課（℡72－
7316）または各支所地域振興課まで問い合わせください。

城　辺

中
玉
バ
ス
停
跡
、
深
浦
鼻
前
、
久
良
・
深
浦
各
公
民
館
、

小
屋
の
浦
・
古
月
・
鯆
越
・
脇
本
各
集
会
所

2/29
3/31

僧
都
ふ
れ
あ
い
交
流
館
、
緑
公
民
館
、
三
島
団
地
、
愛

南
町
役
場
、
山
出
・
太
場
・
豊
田
各
集
会
所

2/27
3/27

城
の
辺
学
習
館
、
東
海
公
民
館
、
松
本
・
蓮
乗
寺
・
敦

盛
各
集
会
所

2/25
3/25

西　海

中
泊
埋
立
駐
車
場
、
西
海
支
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
外
泊
・

内
泊
・
船
越
・
小
浦
・
弓
立
・
越
田
各
集
会
所

2/21
3/21

武
者
泊
消
防
車
庫
前
、
麦
ケ
浦
バ
ス
停
裏
、
福
浦
駐
在
所

手
前
、
樽
見
小
学
校
跡
、
大
成
川
・
小
成
川
・
下
久
家
・
久

家
各
集
会
所

2/19
3/18

一本松

内
尾
串
駐
輪
場
、
旧
郵
便
局
、
上
大
道
公
民
館
、
広
見
・

中
川
各
コ
ミ
セ
ン
、
満
倉
・
小
山
本
村
・
正
木
各
集
会
所

2/15
3/14

内海

大
敷
貞
芳
作
業
所
、
荒
樫
、
魚
神
山
亀
井
作
業
場
、
船
越

運
河
、
油
袋
漁
民
セ
ン
タ
ー
、
旧
川
村
光
夫
作
業
場
、
ゆ

ら
り
内
海
裏
、
内
海
支
所
、
平
碆
・
柏
崎
・
各
集
会
所

2/13
3/12

御　荘

馬
場
消
防
詰
所
横
、
和
口
住
宅
駐
車
場
、
和
口
第
２
・
節

崎
・
馬
瀬
・
深
泥
・
寺
新
町
各
集
会
所

2/8
3/10

菊
川
公
民
館
、
御
荘
文
化
セ
ン
タ
ー
、
平
山
・
長
洲
・
長

崎
・
貝
塚
・
八
幡
野
各
集
会
所

2/6
3/6

漁
村
振
興
セ
ン
タ
ー
、
御
荘
中
学
校
、
赤
水
・
長
月
各
公

民
館
、
猿
鳴
・
左
右
水
・
尻
貝
・
高
畑
各
集
会
所

2/4
3/4

２、３月の新聞・雑誌・ダンボール等、収集日のお知らせ!

日 曜 時　間 行事名 場　所

1 金 18：30～20：30 人権ふぉーらむ
御荘文化
センター

2 土 10：00～19：00
愛いっぱい愛南産直市

（～8日）
三越松山店

3 日

  8：00～13：00
第3回愛南町ふれあい
健康マラソン大会

御荘B＆G海洋
センター周辺

11：30～       
ぎょショック！ツアー
愛南かき食べ放題

道の駅みしょう
MICほか

6 水 13：00～15：00 行政相談（内海地域） DE・あ・い・21

7 木   9：30～16：00
平成19年分

確定申告期前相談会
（～8日）

城辺社会
福祉会館

10 日
11：30～       

ぎょショック！ツアー
愛南の寒ぶり
フルコースin久良

久良漁協ほか

14：00～16：00 子ども映画会 御荘夢創造館

13 水 13：00～15：00
行政相談

（御荘・城辺・一本松・
西海地域）

御荘文化
センターほか

15 金 10：00～16：00
愛南農業者
フェスティバル

御荘文化
センター

16 土 14：30～       絵本の読み聞かせ 御荘夢創造館

17 日 11：30～       
ぎょショック！ツアー
愛南かき食べ放題

道の駅みしょう
MICほか

19 火 10：00～15：30 年金一日相談
商工会城辺
支所

20 水 10：00～15：00 人権相談 城の辺学習館

23 土 11：30～       
ぎょショック！ツアー
愛南の寒ぶり
フルコースin久良

久良漁協ほか

24 日

  8：30～15：00
第4回フレンドリーカップ
ソフトバレーボール大会

城辺小・城辺中
体育館

  8：30～17：00
第30回西日本軟式
野球大会郡予選
（一般Ｂ・Ｃ級）

南レク城辺
野球場ほか

14：00～15：00
作って遊ぼう
（幼児親子対象）

御荘夢創造館

14：00～16：00
「みつめてみよう」
人権コンサート

一本松山村
開発センター

３月

2 日

  8：30～15：00
第39回南宇和郡
サッカー選手権大会

南レク城辺
グラウンドほか

10：00～14：00 南予文化協会交流大会
御荘文化
センター

5 水 13：00～15：00 行政相談（内海地域） DE・あ・い・21

9 日 14：00～16：00 子ども映画会 御荘夢創造館

10 月 10：00～  
平成20年第1回愛南
町議会定例会（初日）

本庁議場

11 火 10：00～11：30
人形劇と絵本・紙芝居

教室
正木公民館

12 水 13：00～15：00
行政相談

（御荘・城辺・一本松・
西海地域）

御荘文化
センターほか


